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第

五

十

一

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

附

属

機

関

の

設

置

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

七

年

六

月

六

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

附

属

機

関

の

設

置

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

附

属

機

関

の

設

置

に

関

す

る

条

例

（

令

和

五

年

十

一

月

江

戸

川

区

条

例

第

四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

の

一

の

表

江

戸

川

区

地

域

自

立

支

援

協

議

会

の

項

を

削

り

、

同

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

              

江
戸
川
区
障
害
福
祉
計
画
等
策
定
委
員
会 

江
戸
川
区
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
会 

江
戸
川
区
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
評
価
委
員

会 江
戸
川
区
区
有
地
公
募
売
却
等
事
業
予
定
者

選
定
委
員
会 

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八

十
四
号
）
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
作
成
し
た
障
害
者
計
画
、
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
作
成
し
た
障
害
福
祉
計
画
及
び
児
童
福
祉

法
第
三
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
作
成
し
た
障
害
児
福
祉
計
画
の
進
捗
状

況
の
検
証
及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。 

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
基
づ
く

災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給

に
係
る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。 

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
係
る
事
業
パ
ー
ト

ナ
ー
の
募
集
及
び
選
定
に
関
す
る
こ
と
。 

区
有
地
の
売
却
並
び
に
借
地
借
家
法
（
平
成

三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一

項
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
借
地
権
の
設
定
の
対
象
と
な
る

事
業
予
定
者
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
名
以
内 

五
名
以
内 

五
名 

十
名
以
内 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
末
日
ま
で 

二
年 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
定
が
完
了
す
る
日
ま
で 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

選
定
が
完
了
す
る
日
ま
で 
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付

 
則

 

 

（

施

行

期

日

）
 

１

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

江

戸

川

区

区

有

地

公

募

売

却

等

事

業

予

定

者

選

定

委

員

会

条

例

の

廃

止

）

 

２

 

江

戸

川

区

区

有

地

公

募

売

却

等

事

業

予

定

者

選

定

委

員

会

条

例

（

平

成

二

十

八

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

八

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

令

和

七

年

度

組

織

改

正

に

伴

い

、

現

在

設

置

し

て

い

る

附

属

機

関

の

設

置

根

拠

を

移

行

す

る

と

と

も

に

、

地

域

エ

ネ

ル

ギ

ー

事

業

に

係

る

事

業

パ

ー

ト

ナ

ー

の

募

集

及

び

選

定

を

行

う

た

め

、

江

戸

川

区

地

域

エ

ネ

ル

ギ

ー

事

業

評

価

委

員

会

を

設

置

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

江
戸
川
区
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議

会 

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十

五
号)

第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ
く
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。 

三
十
名
以
内 

委
嘱
又
は
任
命
の
日
か
ら

そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
の
末
日
ま
で 

 


